
燻蒸業務仕様書 

 

１ 実施場所 

  １階 一時収蔵庫 

 

２ 容積 

  216㎥ 

 

３ 契約期間  

  令和６年６月１日（土）～令和６年９月30日（月） 

  （燻蒸実施期間は令和６年６月23日（日）から令和６年６月28日（金）まで） 

 

４ 実施方法等 

 ⑴ エキヒュームＳを使用した常圧燻蒸とし、この仕様書に定めのあるもののほか、

公益財団法人文化財虫菌害研究所作成の「文化財の殺虫・殺菌処理標準仕様書」

に基づいて実施すること。 

 ⑵ 実燻蒸時間は24時間以上とする。（薬剤を分割投薬し、初期投薬量は200g/㎥

までとすること。燻蒸中の酸化エチレンのガス濃度は1.0％以上を維持すること。） 

 ⑶ 常時ガス漏れを点検し、作業環境濃度を許容濃度（酸化エチレン１ppm）以下

に保ち、安全の確保を図ること。 

 ⑷ 労働安全衛生法に基づく特定化学物質作業主任者を配置する等、各種法令を遵

守すること。 

 ⑸ 作業員を常駐させるとともに、実施場所周辺を立入禁止とし、その表示を行う

こと。 

 ⑹ 有人警備を行うこと。 

 ⑺ ガスの排気時間は24時間以上とし、人体等への影響が起こらないよう、万全を

期すこと。 

 ⑻ 実施後における実施場所のガス濃度は、床面において１ppm以下であること。 

 ⑼ 実施後から６月26日（水）までの間は、ガス濃度を定期的に測定し、１ppmを

超える場合は排気すること。 

 

５ 実施前及び実施後に提出する書類 

 ⑴ 実施前（２日前までに提出すること） 

ア 作業工程表 

イ 環境ガス濃度測定点位置図 

ウ 緊急対応連絡表 

 ⑵  実施後（90日以内に提出すること） 

ア 作業報告書 

イ 環境ガス濃度測定表 

ウ 残留ガス濃度測定表 

エ 公益財団法人文化財虫菌害研究所の燻蒸処理効果判定書（殺虫殺卵効果、

殺カビ効果） 




